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海外労働事情

　

五
月
三
〇
日
か
ら
六
月
一
四
日
に
か
け
て

ス
イ
ス
・
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
開
か
れ
た
「
第
一

〇
一
回
Ｉ
Ｌ
Ｏ
（
国
際
労
働
機
関
）
総
会
」

で
は
、
若
年
者
の
雇
用
危
機
に
関
す
る
討
議

が
行
わ
れ
、
こ
の
課
題
に
早
急
に
対
処
す
る

革
新
的
な
手
法
と
政
治
的
な
公
約
を
求
め
る

「
若
年
雇
用
の
危
機
：
行
動
の
要
請
」
と
題

す
る
決
議
と
結
論
文
書
が
採
択
さ
れ
た
。
若

年
雇
用
の
危
機
的
状
況
を
概
観
し
た
う
え
で
、

経
済
政
策
を
は
じ
め
、
教
育
訓
練
、
学
校
か

ら
仕
事
へ
の
移
行
、
労
働
市
場
政
策
、
若
者

の
起
業
と
自
営
、
若
者
の
権
利
な
ど
に
つ
い

て
、
政
府
や
社
会
的
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
労

使
が
そ
れ
ぞ
れ
果
た
す
べ
き
役
割
を
列
記
し

て
い
る
。
若
年
雇
用
に
焦
点
が
当
た
っ
た
背

景
と
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
、
決
議
の
概
要
を
紹

介
す
る
。

悪
化
の
一
途
を
辿
る
若
年
雇
用

　

若
年
雇
用
の
問
題
に
関
し
て
は
、
二
〇
〇

五
年
の
第
九
三
回
総
会
で
も
一
般
討
議
の
議

題
と
な
っ
て
お
り
、
決
議
が
ま
と
め
ら
れ
た

経
緯
が
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
後
、
若
者
の
雇

用
環
境
は
、
世
界
的
な
経
済
・
金
融
危
機
の

影
響
を
受
け
る
な
ど
悪
化
の
一
途
を
辿
っ
て

お
り
、
今
回
の
議
論
の
た
た
き
台
と
し
て
Ｉ

Ｌ
Ｏ
事
務
局
が
作
成
し
た
報
告
書
「T

he 
youth em

ploym
ent crisis : T

im
e for 

action

）」
に
は
、
若
者
の
失
業
率
は
全
体

平
均
の
約
三
倍
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
雇
用

そ
の
も
の
の
不
安
定
さ
や
低
処
遇
な
ど
の
質

の
低
さ
や
、
ニ
ー
ト
・
学
卒
未
就
業
者
の
増

加
な
ど
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

「
ア
ラ
ブ
の
春
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
若

者
の
社
会
・
政
治
に
対
す
る
抗
議
運
動
も
世

界
各
地
で
起
き
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
へ
の
警
戒
感
の
高
ま
り
を

背
景
に
二
〇
一
一
年
三
月
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
理
事
会

は
「
若
年
雇
用
の
危
機
」
を
一
般
討
議
の
議

題
に
す
る
こ
と
を
決
定
。
未
来
を
支
え
る
若

者
の
雇
用
問
題
を
改
善
す
る
た
め
の
行
動
を

世
界
中
の
政
労
使
に
促
す
こ
と
を
目
的
に
、

再
度
、
本
総
会
の
議
論
の
俎
上
に
載
せ
る
こ

と
に
し
た
。
〇
五
年
の
討
議
で
若
年
雇
用
の

問
題
は
ま
だ
、
途
上
国
の
問
題
の
域
を
出
て

い
な
い
印
象
だ
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
て
今
回

は
、
先
進
国
・
途
上
国
や
地
域
間
の
違
い
に

関
係
な
く
、
若
年
雇
用
が
危
機
的
状
況
に
あ

る
と
の
共
通
認
識
が
醸
成
さ
れ
た
格
好
だ
。

　

ち
な
み
に
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
報
告
書
は
こ
の
ほ
か

に
も
、
〇
五
年
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
決
議
以
降
の

各
国
政
府
の
取
り
組
み
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
政
策

中
心
で
、
需
要
サ
イ
ド
の
取
り
組
み
に
欠
け

て
い
る
点
を
指
摘
。
金
融
危
機
後
の
緊
縮
財

政
政
策
が
雇
用
に
及
ぼ
し
た
影
響
の
大
き
さ

と
、
若
者
に
優
し
い
財
政
政
策
の
必
要
性
を

訴
え
て
い
る
。
ま
た
、
積
極
的
労
働
市
場
政

策
や
教
育
・
訓
練
の
拡
大
と
と
も
に
、
若
者

の
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
が
実
現
す
る
に

は
、
若
者
自
身
の
参
加
も
重
要
で
あ
る
と
し

た
。
さ
ら
に
、
若
年
雇
用
に
関
す
る
Ｉ
Ｌ
Ｏ

に
よ
る
各
国
政
府
に
対
す
る
技
術
支
援
や
他

の
国
際
機
関
と
の
連
携
に
つ
い
て
も
言
及
し

て
い
る
。

「
若
年
雇
用
の
危
機
：
行
動
の
要

請
」
を
決
議

　

討
議
を
経
て
採
択
さ
れ
た
決
議
「
若
年
雇

用
の
危
機
：
行
動
の
要
請
」
は
、
①
現
在
、

世
界
全
体
で
二
〇
〇
七
年
よ
り
四
〇
〇
万
人

多
い
約
七
五
〇
〇
万
人
の
若
者
に
仕
事
が
な

く
、
そ
の
多
く
は
一
度
も
職
に
就
い
た
こ
と

が
な
い
②
若
年
失
業
者
の
六
〇
〇
万
人
以
上

が
職
探
し
を
断
念
し
て
し
ま
っ
て
い
る
③
さ

ら
に
、
数
千
万
人
の
若
者
が
生
産
性
の
低
い

不
安
定
雇
用
か
ら
抜
け
出
せ
ず
に
い
る
―
―

と
い
っ
た
取
り
巻
く
雇
用
情
勢
を
数
字
で
提

示
。「
こ
の
過
去
に
前
例
の
な
い
状
況
は
、

特
に
不
利
な
境
遇
に
お
か
れ
た
若
者
に
長
期

間
に
お
よ
ぶ
『
傷
』
を
残
す
影
響
を
与
え
か

ね
な
い
」「
持
続
的
な
若
者
の
失
業
と
不
完
全

就
業
は
、
非
常
に
大
き
な
社
会
的
・
経
済
的

コ
ス
ト
を
伴
い
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
基
盤
を

脅
か
す
」
な
ど
と
警
告
し
た
う
え
で
、「
若
者

の
た
め
の
十
分
な
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク

（
働
き
が
い
の
あ
る
人
間
ら
し
い
仕
事
）
を

創
出
す
る
こ
と
が
世
界
的
な
優
先
課
題
で
あ

る
」
と
し
て
、
政
府
を
は
じ
め
多
国
間
シ
ス

テ
ム
、
Ｇ
20
、
そ
の
他
関
連
す
る
あ
ら
ゆ
る

国
内
組
織
、
地
域
組
織
、
国
際
組
織
に
対
し
、

若
年
雇
用
の
問
題
に
即
時
の
行
動
を
取
る
こ

と
を
呼
び
か
け
て
い
る
。

今
後
の
方
策
に
向
け
た
指
針
を
提
示

　

決
議
は
、
今
回
の
一
般
討
議
で
、「
世
界
的

な
経
済
・
金
融
危
機
に
よ
り
多
く
の
国
で
悪

化
し
て
い
る
若
年
雇
用
の
危
機
の
重
大
さ
と

特
徴
、
特
に
高
水
準
の
失
業
と
不
完
全
就
業
、

若
者
が
就
く
こ
と
の
で
き
る
仕
事
の
質
の
低

下
、
労
働
市
場
か
ら
の
離
脱
お
よ
び
デ
ィ
ー

セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
へ
の
移
行
の
緩
慢
さ
と
困

難
に
つ
い
て
検
討
と
見
直
し
を
行
っ
た
」
と

主
張
。「
新
た
な
危
機
の
状
況
に
鑑
み
、（
政

労
使
等
に
対
し
）緊
急
の
行
動
を
要
請
す
る
」

と
し
、
今
後
の
方
策
に
つ
い
て
「
万
能
な
処

方
箋
は
存
在
し
な
い
。
金
融
・
財
政
面
で
の

持
続
可
能
性
を
確
保
し
つ
つ
、
危
機
が
引
き

起
こ
す
社
会
的
影
響
に
立
ち
向
か
う
た
め
に
、

マ
ク
ロ
経
済
政
策
、
エ
ン
プ
ロ
イ
ア
ビ
リ

テ
ィ
ー
（
雇
用
さ
れ
う
る
能
力
）、
労
働
市

場
政
策
、
若
者
の
起
業
及
び
権
利
を
通
じ
て
、

雇
用
重
視
の
成
長
と
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー

ク
の
創
出
を
促
進
す
る
施
策
を
伴
っ
た
多
面

的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
必
要
が
あ
る
」

喫緊の世界的課題である若年雇用の危機に
対する具体的な行動を
第101回ＩＬＯ総会で決議を採択
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と
言
及
し
た
う
え
で
、
以
下
の
指
針
を
示
し

た
。

・　

多
面
的
か
つ
整
合
性
が
あ
り
、
固
有
の

事
情
に
即
し
た
一
連
の
政
策
対
応
を
策
定

す
る
た
め
、
各
国
の
状
況
の
多
様
性
を
考

慮
す
る
こ
と
。

・　

完
全
雇
用
を
、
マ
ク
ロ
経
済
政
策
の
主

要
目
標
の
一
つ
と
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
。

・　

経
済
、
雇
用
、
教
育
・
訓
練
お
よ
び
社

会
的
保
護
政
策
を
横
断
す
る
実
効
性
あ
る

政
策
の
整
合
性
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
。

・　

社
会
対
話
を
通
じ
て
、
政
策
策
定
に
労

使
の
関
与
を
促
進
す
る
こ
と
。

・　

よ
り
多
く
の
使
用
者
が
投
資
し
、
若
者

の
た
め
の
新
た
な
雇
用
機
会
を
創
出
す
る

よ
う
奨
励
す
る
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
ポ
リ

シ
ー
ミ
ッ
ク
ス
。

・　

す
べ
て
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
お
よ
び
政
策
が
、

若
年
労
働
者
の
権
利
を
尊
重
し
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
に
配
慮
し
た
も
の
と
な
る
よ
う
に
す

る
こ
と
。

・　

雇
用
機
会
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
制
限
す
る

求
人
と
若
者
の
技
能
と
の
間
の
ミ
ス
マ
ッ

チ
の
是
正
に
取
り
組
む
こ
と
。

・　

協
同
組
合
や
社
会
的
企
業
も
含
め
、
農

村
部
や
都
市
部
の
持
続
可
能
な
企
業
の
成

長
を
促
す
こ
と
を
目
標
に
、
若
者
の
起
業

を
促
進
す
る
こ
と
。

・　

政
府
、
労
使
、
教
育
機
関
、
地
域
社
会

お
よ
び
若
者
自
身
を
巻
き
込
ん
だ
革
新
的

か
つ
多
方
面
に
わ
た
る
利
害
関
係
者
と
の

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
。

・　

既
存
の
モ
デ
ル
を
そ
の
ま
ま
当
て
は
め

る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
、
固
有
の
事
情
に

即
し
た
具
体
的
行
動
を
考
え
出
す
た
め
の

端
緒
と
し
て
経
験
を
交
流
す
る
余
地
が
大

い
に
あ
る
こ
と
。

・　

さ
ら
な
る
行
動
の
た
め
に
情
報
を
提
供

す
べ
く
、
政
策
お
よ
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実

効
性
あ
る
監
視
、
評
価
、
報
告
を
実
施
す

る
こ
と
。

・　

若
者
自
身
が
解
決
策
の
一
部
で
あ
る
こ

と
。
若
年
雇
用
の
危
機
に
対
処
す
る
に
は
、

彼
ら
の
声
に
耳
を
傾
け
、
彼
ら
の
創
造
力

を
活
用
し
、
彼
ら
の
権
利
が
尊
重
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

政
労
使
が
講
ず
べ
き
措
置
等
を
列
挙

　

そ
し
て
、
決
議
は
、「
若
者
の
労
働
市
場
へ

の
移
行
を
阻
む
障
壁
に
取
り
組
む
方
法
に
つ

い
て
は
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
も
の
の
、
マ

ク
ロ
経
済
そ
の
他
の
政
策
は
多
く
の
国
で
非

効
果
的
で
あ
り
、
一
般
的
に
そ
し
て
特
に
若

者
の
た
め
に
十
分
な
仕
事
が
提
供
さ
れ
て
い

な
い
」
と
指
摘
す
る
。
①
若
年
雇
用
の
た
め

の
雇
用
・
経
済
政
策
②
エ
ン
プ
ロ
イ
ア
ビ
リ

テ
ィ
ー
：
教
育
、
訓
練
と
技
能
お
よ
び
学
校

か
ら
仕
事
へ
の
移
行
③
労
働
市
場
政
策
④
若

者
の
起
業
と
自
営
⑤
若
者
の
権
利
―
―
の
項

目
ご
と
に
、
現
状
認
識
や
抱
え
る
問
題
、
労

使
の
支
援
を
受
け
て
政
府
が
講
じ
得
る
さ
ま

ざ
ま
な
具
体
的
措
置
な
ど
を
列
記
。「
こ
の

状
況
の
改
善
に
お
い
て
は
政
治
的
な
公
約
と

革
新
的
な
手
法
が
決
定
的
に
重
要
」
で
あ
り
、

「
Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
は
こ
の
プ
ロ
セ
ス
で
演
じ
る
重

要
な
役
割
が
あ
る
」
と
し
て
、
政
府
、
社
会

的
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
労
使
、
多
国
間
シ
ス

テ
ム
が
若
者
の
雇
用
危
機
に
取
り
組
み
、
若

者
の
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
・
ワ
ー
ク
（
働
き
が
い

の
あ
る
人
間
ら
し
い
仕
事
）
を
促
進
す
る
行

動
を
支
援
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。 

経
済
危
機
の
打
撃
を
受
け
た
若
年
層

　

連
合
の
資
料
に
よ
る
と
、
労
働
者
側
は
結

論
文
書
に
つ
い
て
、
①
マ
ク
ロ
経
済
政
策
の

問
題
点
と
そ
の
枠
組
み
の
見
直
し
に
言
及
す

る
②
「
若
者
の
権
利
」
と
し
て
、
不
安
定
雇

用
の
問
題
や
最
低
賃
金
、
団
結
権
や
労
働
者

の
権
利
教
育
の
必
要
性
な
ど
を
具
体
的
に
盛

り
込
む
③
文
書
の
実
効
性
を
高
め
る
―
―
こ

と
を
重
視
。
ま
た
、
連
合
自
体
も
労
働
者
側

の
会
議
で
、
①
日
本
で
も
脱
法
的
な
偽
装
雇

用
が
問
題
と
な
り
、
団
結
権
を
否
定
す
る
下

級
審
の
判
決
が
相
次
ぐ
状
況
も
あ
っ
た
。
知

識
・
経
験
の
な
い
若
者
に
安
易
に
自
営
業
を

勧
め
る
政
策
を
と
る
べ
き
で
は
な
い
②
労
働

者
の
権
利
教
育
お
よ
び
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト

の
視
点
か
ら
、
労
働
組
合
の
機
能
・
役
割
を

教
え
る
こ
と
が
重
要
③
非
正
規
労
働
者
の
増

加
の
歯
止
め
の
た
め
に
も
、
雇
用
の
原
則
は

期
間
の
定
め
の
な
い
直
接
雇
用
が
基
本
で
あ

る
こ
と
を
示
す
べ
き
④
実
効
性
を
高
め
る
た

め
、
決
議
・
結
論
に
は
各
国
政
府
の
行
動
お

よ
び
効
果
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
条
項
を

入
れ
る
べ
き
⑤
若
者
は
保
護
の
対
象
と
い
う

存
在
で
は
な
い
。
若
者
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン

ト
の
必
要
性
を
決
議
に
盛
り
込
む
べ
き
―
―

な
ど
の
発
言
を
行
っ
た
と
い
う
。

　

連
合
は
、「
決
議
・
結
論
が
各
国
の
政
労
使

を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、『
若
者
の
権

利
』
の
項
に
、
社
会
的
パ
ー
ト
ナ
ー
も
若
者

の
参
画
や
意
見
の
吸
い
上
げ
を
促
進
し
て
い

く
必
要
性
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
」
と
指
摘
。

「
連
合
と
し
て
も
、
若
者
の
権
利
教
育
に
積

極
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
や
、
連
合
の
さ

ま
ざ
ま
な
議
論
に
若
者
の
さ
ら
な
る
参
加
を

促
し
て
い
く
こ
と
が
、
今
後
、
真
剣
に
検
討

さ
れ
る
べ
き
だ
」
と
し
て
い
る
。

企
業
活
動
の
活
性
化
に
よ
る
雇
用

機
会
の
提
供
を

　

他
方
、
経
団
連
は
、「
第
一
〇
一
回
Ｉ
Ｌ
Ｏ

総
会
の
議
題
に
対
す
る
経
団
連
の
基
本
方

針
」
の
な
か
で
、「
若
年
者
の
安
定
し
た
就
業

機
会
の
確
保
・
拡
大
の
た
め
に
は
、
経
済
成

長
を
通
じ
た
企
業
活
動
の
活
性
化
が
不
可
欠

で
あ
る
。
さ
ら
に
中
・
高
等
教
育
期
に
お
け

る
多
様
な
キ
ャ
リ
ア
教
育
や
、
職
業
訓
練
の

充
実
が
必
要
で
あ
る
」「
先
進
国
を
中
心
に
高

齢
者
雇
用
も
同
時
に
求
め
る
動
き
が
強
ま
る

中
、
労
働
市
場
全
般
を
活
性
化
す
る
た
め
の

柔
軟
な
法
制
・
施
策
が
必
要
で
あ
る
」
と
の

考
え
方
を
明
記
し
た
。

　

総
会
で
も
、
谷
川
和
生
・
雇
用
委
員
会
国

際
労
働
部
会
長
が
日
本
使
用
者
代
表
演
説
の

な
か
で
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
、「
一
時
的
に

公
的
部
門
が
若
年
者
に
雇
用
機
会
を
提
供
す

る
取
り
組
み
の
例
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
も
企

業
活
動
の
結
果
と
し
て
徴
収
で
き
る
税
金
な

ど
が
財
源
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
実
態
で
、

公
的
部
門
の
雇
用
だ
け
で
は
、
過
大
な
税
負

担
を
認
め
る
状
況
が
続
か
な
い
限
り
、
長
期

的
な
持
続
性
と
い
う
観
点
か
ら
は
疑
問
が
残

る
。
持
続
的
に
若
年
者
の
労
働
市
場
へ
の
参

加
を
図
る
た
め
に
は
、
企
業
活
動
の
活
性
化

に
よ
る
雇
用
機
会
の
提
供
が
不
可
欠
だ
」
な

ど
と
述
べ
、
生
産
的
な
雇
用
を
生
み
出
す
源

泉
が
企
業
に
あ
る
と
の
認
識
の
も
と
で
、
Ｉ

Ｌ
Ｏ
の
活
動
が
展
開
さ
れ
る
べ
き
だ
と
し
た
。
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